
保有個人情報訂正等請求書

　　　年　　月　　日

株式会社フェイバリット　御中

　　　　　　　　　　　　　　　（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　住所又は居所
　　　　　　　　　　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　（　　　）　　　

　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、下記のとおり保有個人情報の訂正・追加・削除・利用の停止・第三者提供の停止（以下「訂正等」といいます。）を請求します。

記

	個人情報の種類と内容
（複数選択可）
	□　氏名又は名称　　 [　　　　　　　　                    ] 
□　住所    　　　　 [　　　                       　     ] 
□　電話番号 　　　　[　　　                              ] 
□　Ｅメールアドレス [　　　　　　　　                    ] 
□　その他 　　　　　[　　　                  　　　　　  ]

	対象サービス
	

	請求項目
	□　訂正
□　追加
□　削除
□　利用の停止
□　第三者（　　　　　　　　　　　　　）への提供の停止

	訂正・追加・削除請求の理由
	□　内容が事実でないため
□　保存期間が経過しているため
□　目的外（　　　　　　　　　　　　　）に利用されているため
□　本人の同意なく第三者に提供されているため
□　その他（　　　　　　　　　　　　　 ）



	1　訂正請求者　　　□　本人　　□　法定代理人　　□任意代理人

	2　請求者本人確認書類
　　□運転免許証　　□健康保険被保険者証
□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの）
　　□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）
　※　請求書を送付して請求する場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。

	3　本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。）
　ア　本人の状況　□未成年者（　　　　年　　月　　日生）　□成年被後見人
□任意代理人委任者

　　　   （ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　イ　本人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ウ　本人の住所又は居所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	4　法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。
　 請求資格確認書類　　□戸籍謄本　□登記事項証明書　□その他（　　　　　　　　）

	5　任意代理人が請求する場合、次の書類を提出してください。
請求資格確認書類　　□委任状　□その他（　　　　　　　　）




（説明）

・ご請求に応じて弊社にて訂正等を行ったときは、訂正などの内容と併せて、結果通知を行う宛先に対し、遅滞なく、その旨を通知いたします。 
・対象サービスは正確にご指定下さい。ご指定に誤りがある場合は、弊社内での調査の都合上、ご指定された以外の弊社サービスにて個人情報を保有していたとしても、該当する個人情報が存在しない旨の回答をさせて頂くことがございますので予めご了承下さい。 
・上記の他、調査の結果当該個人情報が存在しないとき、又は法第 34 条第 2 項、第 35 条第 2 項ただし書、第 4 項ただし書、第 6 項ただし書に該当する等の理由により弊社が訂正等を行わない旨の決定をしたときは、結果通知を行う宛先に対し、遅滞なく、その旨を通知いたします。
・結果通知の方法について、結果通知を行う宛先としてご記入いただいた、E メールアドレスへの電子メールの送信をもって通知いたします。ただし、記載に誤りがある場合等、当該方法が叶わない場合には、ご記入いただいた住所への書面の郵送その他の方法にて通知させて頂くことがございますので予めご了承ください。
・複数サービスに対する請求につきましては、お手数ですが請求書を対象サービス１つにつき１通ずつご提出下さい。なお、確認書類につきましては各１通で結構です。 
・請求書のご提出の際には、選択された確認書類を必ずご同封の上、配達記録郵便にて弊社指定の宛先にお送り下さい。上記以外のご提出方法の場合は、万が一弊社到着までの間に紛失等の事故が発生しても弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。 
・確認書類のうち、「住民票の写し原本」および「外国人登録原票の写し原本」につきましては、本請求前１ヶ月以内に作成されたものをお送り下さい。 
・確認書類につきまして不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。 
・本請求に伴い新たに取得した個人情報につきましては、本請求に係る措置の実施のために必要な範囲でのみ取り扱うものとします。ご提出頂きました資料は、本請求に係る措置の実施後６ヶ月間保有したのち廃棄処理させて頂きます。
以上
